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第１１４回宍粟市議会定例会会議録（第５号）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

招集年月日  令和５年１２月１９日（火曜日）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

招集の場所  宍粟市役所議場  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開    会  １２月１９日  午前９時３０分宣告（第５日）  

議 事 日 程 

 日程第  １  第  132号議案  宍粟市手数料条例の一部改正について  

 日程第  ２  所管事務等調査について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件  

 日程第  １  第  132号議案  宍粟市手数料条例の一部改正について  

 日程第  ２  所管事務等調査について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

応  招  議  員（１４名）  

出  席  議  員（１４名）  

    １番  津  田  晃  伸  議員        ２番  山  下  由  美  議員  

    ３番  前  田  佳  重  議員        ４番  飯  田  吉  則  議員  

    ５番  八  木  雄  治  議員        ６番  西  本    諭  議員  

    ７番  中  本  隆  敏  議員        ８番  垣  口  真  也  議員  

    ９番  神  吉  正  男  議員       １０番  林    克  治  議員  

   １１番  大  畑  利  明  議員       １２番  欠         番  

   １３番  欠         番       １４番  大久保  陽  一  議員  

   １５番  今  井  和  夫  議員       １６番  浅  田  雅  昭  議員  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠  席  議  員（なし）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のために議場に出席した者の職氏名  

  事 務 局 長 大  前  和  浩  君    書 記 岸  元  秀  高  君  

  書 記 小  椋  沙  織  君    書 記 幸  長  祥  太  君  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名  

  市 長 福  元  晶  三  君    副 市 長 富  田  健  次  君  

  教 育 長 中  田  直  人  君    市 長 公 室 長 水  口  浩  也  君  

  総 務 部 長 砂  町  隆  之  君    市民生活部長 森  本  和  人  君  

  健康福祉部長 橋  本    徹  君    産 業 部 長 中  村  仁  志  君  

  建 設 部 長 樽  本  勝  弘  君    一宮市民局長 田  路    仁  君  

  波賀市民局長 大  田  敦  子  君    千種市民局長 石  垣  貴  英  君  

  会 計 管 理 者 山  本  信  介  君    総合病院副院長兼事務部長 菅  原    誠  君  

  教育委員会教育部長 大  谷  奈雅子  君    農業委員会事務局長 祐  谷  佳  孝  君  
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     （午前  ９時３０分  開会）  

○議長（浅田雅昭君）  皆さん、おはようございます。今期定例会最終日となりまし

た。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。  

  これから本日の会議を開きます。  

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりであります。  

  日程に先立ち、諸般の報告をいたします。  

  報告１、監査委員から地方自治法第 235条の２第３項の規定に基づき、例月出納

検査の報告書が議長宛てに提出されました。その写しをお手元に配付しております

ので御高覧願います。  

  報告２、教育長より地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条第１項の規

定に基づき、令和５年度（令和４年度事業対象）宍粟市教育委員会点検評価報告書

が議長宛てに提出されました。その写しをお手元に配付しておりますので、御高覧

願います。  

  これで報告を終わります。  

  それでは、日程に入ります。  

     日程第１  第１３２号議案  

○議長（浅田雅昭君）  日程第１、第 132号議案、宍粟市手数料条例の一部改正につ

いてを議題とします。  

  本議案は、去る 12月 14日の本会議で、文教民生常任委員会に審査を付託していた

ものであります。  

  文教民生常任委員会の審査の経過と結果の報告を求めます。  

  文教民生常任委員長、９番、神吉正男議員。  

○文教民生常任委員長（神吉正男君）  令和５年 12月 14日に審査付託のありました第

132号議案、宍粟市手数料条例の一部改正については、同日、第 15回文教民生常任

委員会を招集して審査を行いましたので、会議規則第 111条の規定により報告いた

します。  

  第 132号議案の内容は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を目的に、戸

籍法が改正され、戸籍証明書等の広域交付及び戸籍電子証明書等の発行に係る事務

を行うことができるようになったことを受け、事務手数料の設定等を行うための条

例改正であります。  

  審査の中で委員から、施行期日は令和６年３月１日とあるが、識別符号の提供時

期が令和６年度末予定となっているのはなぜかとの質疑があり、当局からは、令和
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６年３月１日から広域交付が可能となるが、識別符号については、機器の整備など

が令和６年度末頃となるためであるという回答がありました。  

  また、戸籍・除籍電子証明書等の発行手数料は、全国統一価格なのかとの質疑が

あり、当局からは、政令どおりとしていない自治体もあるかもしれないが、市とし

ては、政令の定める手数料としたとの回答がありました。なお、今回手数料条例を

改正する近隣市町も同様であるとのことであります。  

  関係職員に出席を求め、慎重に審査しました結果、第 132号議案は全会一致で、

可決すべきものと決しました。  

  以上報告いたします。  

○議長（浅田雅昭君）  文教民生常任委員長の報告は終わりました。  

  続いて、委員長報告に対する質疑を行います。  

  質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

○議長（浅田雅昭君）  質疑なしと認めます。  

  以上で質疑を終わります。  

  続いて討論を行います。  

  本議案に関しましては、発言通告が提出されておりませんので、これで討論を終

了したいと思います。  

  御異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○議長（浅田雅昭君）  御異議なしと認めます。  

  よって討論を終わります。  

  続いて採決を行います。  

  本議案に対する委員長報告は可決であります。  

  お諮りします。  

  第 132号議案については、委員長報告のとおり可決することに御異議ありません

か。  

     （「異議なし」の声あり）  

○議長（浅田雅昭君）  御異議なしと認めます。  

  第 132号議案は、委員長報告のとおり可決されました。  

     日程第２  所管事務等調査  

○議長（浅田雅昭君）  日程第２、所管事務等調査についてを議題といたします。  
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  所管事務等調査につきましては、各委員長よりお手元に配付しております一覧表

のとおり、閉会中の継続調査にしたい旨の申出がありました。  

  お諮りします。  

  各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○議長（浅田雅昭君）  御異議なしと認めます。  

  所管事務等調査については、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。  

  以上で本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りします。  

  今期定例会に付託されました案件は全て議了いたしましたので、閉会したいと思

います。  

  これに御異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○議長（浅田雅昭君）  御異議なしと認めます。  

  よって、第 114回宍粟市議会定例会はこれをもって閉会いたします。  

  長期間にわたりまして御苦労さまでした。  

  第 114回宍粟市議会定例会の閉会に当たり、一言挨拶を申し上げます。  

  議員各位におかれましては、 11月 29日開会の今期定例会におきまして、令和５年

度各会計の補正予算や条例の制定並びに一部改正の議案など慎重審議を賜り、全て

の議案について、適正妥当な結論をいただきましたことに感謝を申し上げます。  

  また、一部議案においての修正案の取扱いにつきましては、議員それぞれの思い

はある中で、宍粟市議会として一つにまとめていただいたことに深く感謝を申し上

げます。  

  さて再来年の 2025年は、宍粟市が発足して 20年の節目の年であります。宍粟市議

会としましても、これまでの歩みを踏まえ 20年の節目に向けて、議員各位の活動は

もとより、今回修正案をまとめ上げたことを一つの例として、物価高騰による厳し

い社会経済状況の中、市民の福祉増進と宍粟市の発展のため、合議制の議会として

今後の議会活動に取り組んでいただきたいと思います。  

  今年も残りわずかとなりました。くれぐれも体調にはお気をつけていただき、よ

いお年をお迎えくださいますよう御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたしま

す。  

  ありがとうございました。  
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○市長（福元晶三君）  第 114回宍粟市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。  

  先月 29日に開会いたしました第 114回宍粟市議会定例会は、浅田議長、今井副議

長をはじめ、議員各位の御精励により、全議案につきまして議了いただきましたこ

とを厚くお礼申し上げます。  

  第 127号議案、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正においては、

議員による修正動議により、修正案が可決されました。このことにつきましては、

今後課題等を整理して、的確に対応してまいりたいと考えております。  

  今定例会では、宍粟市波賀市民協働センター条例の制定、令和５年度一般会計補

正予算等々、追加議案も含め 20件の議案につきまして、慎重に御審議をいただきま

したことを改めてお礼を申し上げます。  

  さて、今年を振り返りますと、昨年から続く物価・燃料価格等の高騰により、市

民の皆様の生活や事業者様の経営に大きな影響を及ぼすなど、社会経済情勢は厳し

い状況が続いております。市としましては、市民の生活を守る生活支援及び事業者

の方々には経営支援を行うなど、迅速な対応を行ってまいりました。  

  また、５月に新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、２類から５類へと引き

下げられたことに伴い、地域活動が徐々に活発化し、様々なイベントが開催される

ようになりました。各種団体や市民の皆様には、１年を通して様々な場面において、

地域の活性化に向けて御尽力を賜りましたことを、心より感謝を申し上げます。  

  さて、来年の４月には、波賀町域において、市内で三つ目となる生活圏の拠点施

設が供用開始となります。これにより、一宮町、波賀町、千種町の町域に拠点施設

が整い、この三つの施設を中心に、第一のダムとして、利便性やにぎわいを確保し、

地域活力の向上が一層図られるよう取り組んでいくことが大事になってきます。  

  また、アフターコロナという新たな時代の中、市民の皆様をはじめ、各種団体、

事業者の皆様と手を携えながら、今後ともまちづくりを進めてまいりたいと存じま

すので、御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。  

  いよいよこれから本格的な寒さに向かいます。議員各位には、なお一層健康に留

意され、ますます活躍いただきますとともに、御家族おそろいですばらしい新年を

お迎えになりますよう、併せて市民の皆様にとりまして、新年が希望に満ち、健康

で笑顔あふれる年となりますよう、心から御祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせてい

ただきます。  

  長期間、ありがとうございました。  
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     （午前９時４３分  閉会）  
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。  

 

 

           宍粟市議会議長  浅  田  雅  昭 

 

           宍粟市議会議員  神  吉  正  男 

 

           宍粟市議会議員  林     克  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


